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２月定例教育委員会会議録 

開 催 年 月 日 平成２８年２月１８日(木) 

開 催 日 時 午後３時００分 

開 催 場 所 淡窓図書館会議室  

出 席 委 員 

委 員 長  永 山 真 江 

委   員  田 島 み き 

委   員  佐 藤 る り 

教 育 長  三笘 眞治郎 

職務代理者 諌 本 憲 司 

委   員 岡 部 博 昭 

委   員 木 下 靖 郎 

 

出 席 参 与 

教 育 次 長 髙倉 謙市  

学 校 教 育 課 長 中島 靖彦 

文化財保護課長 柴尾 健二 

咸宜園教育研究センター長 池田 寿生 

兼 世界遺産推進室長  

人権・同和教育室長 伊藤 伸也 

 教 育 総 務 課 長 髙瀬 享 

 社 会 教 育 課 長 田中 孝明  

 博 物 館 長 財津 光和 

 淡 窓 図 書 館 長 安養寺雄二 

 学 校 給 食 課 長 池永 晃 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹（総括） 福井 龍太郎 

附 議 議 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９号  平成 27 年度日田市一般会計補正予算教育費について 

議案第 10 号 平成 28 年度日田市一般会計予算教育費について 

議案第 11 号 日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部 

改正について 

議案第 12 号 日田市立博物館条例の一部改正について 

議案第 13 号 豆田まちづくり歴史交流館の設置及び管理に関する 

条例の一部改正について 

議案第 14 号 日田市埋蔵文化財センター設置規則の一部改正に 

ついて 

報告第 2 号 平成 28 年 1 月期寄附採納について 

報告第 3 号 １月日田市実施分学力調査の結果について（速報） 

報告第 4 号 図書館システム入替に伴う休館について 

報告第 5 号 文化財の県指定について 
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永 山 委 員 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

教 育 長 

 

皆さん、こんにちは。ただいまから２月定例教育委員会を開催い

たします。 

 最初に、教育長からの報告事項をよろしくお願いします。 

 

それでは、御報告させていただきます。 

 後ほど、報告事項の中で詳しく御報告を申し上げますけども、こ

のたび日田市の永山城跡が大分県の指定文化財史跡として正式に指

定をされました。御案内のとおり、この永山城は日田三丘でござい

ます月隈、日隈、星隈のひとつであります月隈に１７世紀初頭に築

城された山城でございますが、日田が九州で唯一の西国筋郡代そし

て天領の時代を迎えたときには廃城となっており、その後、永山布

政所が置かれた場所でもございます。 

 この度の指定を受けまして、この永山城の歴史あるいは郡官所と

しての当時の機能などの調査が進むものと思われるところでありま

す。これらの調査によりまして、日田が九州の中心地として栄えた

ことが改めて検証されることによりまして、日本遺産に認定されま

した咸宜園跡とともに、市民の皆さんの大きな誇りの一つになるの

ではないかと考えているところでございます。あわせて、観光ある

いは経済の活性化、そして子供たちや市民の皆様の学習の場として

も、今後さまざまな活用も考えられるところではないかと思ってお

ります。 

 この西国郡代所時代については、図書館にもございますが、日田

文化という毎年１回出ている冊子で、１９９４年の第３７号でござ

いますが、この中に長順一郎先生の約３０ページにわたる歴史の説

明などがありますので、ご覧になっていただければと思います。ま

た、コピーが必要であれば、お渡ししたいと思います。そういう昔

から非常に研究も進んでおりますので、大変うれしいことでござい

ます。 

 そういうことでございますので、しっかりと県の文化財に指定さ

れたことを受けとめて、また、その意義をしっかりと受け継いでま

いりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

 それでは早速議事に入ります。 

 議案第９号について、事務局から説明をお願いします。 

 

議案第９号平成２７年度日田市一般会計補正予算教育費につい

て、教育総務課より、説明を申し上げます。 
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書 記 

 

永 山 委 員 長 

 

 

田 島 委 員 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

 

教 育 総 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別冊１により説明 

 

 では、議案第９号平成２７年度日田市一般会計補正予算教育費に

ついて、御質問御意見などありましたら、お願いします。 

 

   ３ページの６の文化財保護費の文化的景観保護推進事業は、国の

補助事業が減額になったことが原因となっていますが、本来の計画

では、どのようなことをする事業だったのでしょうか。 

 

文化財景観保護推進事業は、現在行っておりますのが、棚田の整

備でございます。小鹿田焼の里に池の鶴地区というところがござい

まして、そこにある棚田の整備を平成２７年度を最終年度として行

う予定でございましたが、国の補助金の割り振りなどによりまし

て、減額措置となり補助金等が減額となりましたことから２８年度

への繰り越しになったものでございます。事業内容は、大きな工事

では、棚田の整備や石垣などの工事、それから棚田へ行く道路等の

工事が主な内容でございます。 

 

ほかにありませんか。質問がありませんか。 

 質問です。１ページ目の奨学金貸付事業で、貸付額の減というこ

とで、６名減ったことになっていますが、みなさん辞退したので

しょうか。 

 

１名の方は、入学したものの、学校に３カ月ぐらいしか通わず

に、学校を退学しましたというのと、当初希望していた学校ではな

かったので、入学を辞退して、奨学金も辞退という方が確か２名、

それともう１人が保証人が結局見つからずという方がいらっしゃい

ました。その３名以外に例えば入学準備金だけとか、入学準備金と

奨学金の辞退も含めての金額が、人数が減ったために当初貸し付け

る予定であった貸付金ですが、これが予算額が４,６０７万６,００

０円でした。けども、最終的に１６９万２,０００円が辞退とかの申

し出で、結局貸し付ける金額がこれだけ要らなくなりましたという

のが今回の減額の補正です。 

 それと積立金のほうは、今度入ってきたお金を今度基金のほうに

また繰り出します。それが当初４,３８３万４,０００円予定をして

いましたが、２０９万５,０００円、当初見込んでた金額よりも多く

戻していただきました。ですから、今度これを増額して、今度基金

のほうにまた戻しますよというのが今回減額になったものと返して

いただくものがふえたという補正でプラスマイナスで、合計で１２
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永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

書 記 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１万３,０００円が奨学金の貸し付け事業で増額になりましたという

補正になります。 

 

はい。わかりました。ありがとうございます。 

 何か御質問はありませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり）よろしいですかね。 

 それでは、議案第９号につきましては、提案どおり可決いたしま

す。 

 では、議案第１０号について事務局からお願いします。 

 

議案第１０号平成２８年度日田市一般会計予算教育費について、

教育総務課で説明いたします。 

 

（別冊２、別冊３により説明） 

 

ありがとうございます。それでは、議案第１０号平成２８年度日

田市一般会計予算教育費について、御意見御質問などお願いしま

す。 

 

コミュニティ・スクール推進事業のですが、内容としては設置を

推進するものとなっていますが、具体的にどのようなことをされる

のか教えてください。 

 

現在、来年度から日田市内の小中学校で３地域５校をコミュニ

ティ・スクールの導入に向けて指定をするようにしております。具

体的には三芳小学校、それから大山小学校、大山中学校、津江小学

校、津江中学校の３地域５校でございます。 

 このコミュニティ・スクールと言いますのは、一言で言うと、学

校と家庭と地域が一体となって学校教育に参画しますよという取り

組みです。学校にはいろんな課題があります。その課題を学校の中

では解決できないものもあります。そのときに、保護者や地域の方

にも入ってもらって、同じテーブルについて協議をして、学校であ

れば、地域の教育力、地域の力を借りて、学校教育を進めていく、

地域からすると、地域力の活性化と言うんでしょうか、活性化を学

校を核として行っていくということになります。特に過疎化と言い

ましょうか、人口の少ない地域等については、子供たちのいる学校

を核としなければいけませんので、そういったツールと考えており

ます。ただ、このコミュニティ・スクールというのは、今年の４月

から指定をしますけども、すぐにできるというものではございませ
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永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

永 山 委 員 長 

 

田 島 委 員 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 島 委 員 

 

 

ん。文科省も時間をかけて、２年間をじっくりと導入推進に向けて

取り組みなさいという方向性でございますので、今回につきまして

も、２年間かけて、その組織づくりをして、３年後、３０年の４月

にコミュニティ・スクール、学校運営協議会を立ち上げて進めてい

くというものでございます。 

 以上でございます。 

 

やっとここまで来たのかなという感じですね。コミュニティ・ス

クールは、どうやったら、うまくやれるのかなと、ずっと一所懸命

勉強してきましたが、案外、大都会じゃないからこそ、やれる部分

も大きいと思うので、日田がモデルとして、成果を出せたらいいと

思います。３年後に向けて、ここは特に力を入れて、私たちも勉強

していかなければいけないと思ってたところです。３地域５校の途

中経過などもまた報告をお願いします。 

 

はい。 

 

ほかにありませんか。どうぞ。 

 

新しい事業の英語サマーセミナーについても詳しいことを教えて

ください。 

 

この別冊３の中にもありますように、対象は市内の小学生を対象

にします。サマーセミナーですから、夏休みの期間中に実施するよ

うにしております。現在のところ、日田市内で２カ所。イメージと

しましては、中心のところで１カ所、それから振興局管内ですね、

例えば、大山であれば、大山公民館辺りで１カ所場所を借りて、そ

れぞれ５日間、小学生を対象にして、英語に親しむ、ということを

大きな目的にして、４名いるＡＬＴを活用して進めるようにしてお

ります。もし、ＡＬＴが足りないようであれば、外国の方が市内に

もいらっしゃいますので、臨時的に雇って、お手伝いをいただい

て、その子供たちに対して５日間、英語に親しむような、例えば自

己紹介をするゲームであったりとか、体験的な活動であったりとか

英語によるコミュニケーションをとっていきながら、なれ親しむよ

うな活動をしたいと考えております。 

 

５日間というのは、一つの学校の対象になる小学生が夏休みの

間、５日間ずっと毎日セミナーに参加するという意味ですか。 
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学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

佐 藤 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

それが、また、これからになりますが、学校にするのか、あるい

は公民館ですね、大山であれば、大山の公民館などを借りて、保護

者の方が来てもらったりとか、子供たちを連れて来てもらったりと

か、あるいは放課後児童クラブの子供たちが夏休みに、参加をした

りしながらやっていきたいと思っています。日程についても、続け

て５日間やるのか、少しあけてやるのか、それは会場の関係もあり

ますので、あと学校の登校日もありますので、考えながらセッティ

ングをしたいと考えております。 

 

今、既に市民団体というか、毎年夏に英語キャンプのようないこ

とを結構日田市内では活発にやってますよね。毎年テキサスからた

くさん来て、小学生や中高生のキャンプをやってますけど、そうい

うのと全く別なんですね。たくさん外国の子どもたちが来てる時期

にそういう団体と協力してやったら、もっと参加があるのかなとも

思ったんですが、あくまで、これは教育委員会の事業として行う予

定ですか。 

 

今回については、教育委員会としての活動というか、開催という

ことでやる予定にしております。 

 

わかりました。そのほか、御質問御意見ありませんか。お願いし

ます。 

 

今、英語のことではなくて、別冊資料３の２ページの学校教育の

充実の６番、問題を抱える子供の項ですけれども、ここに不登校生

の学校復帰を図るためなど書いてありますよね。今、心の相談員さ

んを募集されているようですけれども、こういう問題を抱えている

子供さんの保護者の皆さんから、具体的にこういうことをしてほし

いというような意見、希望を調査してから事業を考えているので

しょうか。そうではなくて、事務局で考えて事業を設けてるので

しょうか。保護者の意見というのは、希望はどれぐらい取り入れら

れてるのか、知りたいので教えてください。 

 

この問題を抱える子供等の自立支援事業の中で今行っております

のが、日田市臨床心理士の方を２名、市費で雇用し教育センターで

勤務しております。また、心の相談員という方が６名いますが、こ

の６名の方が、学校に行けない、なかなか行けない子供たちとの家

庭と学校をつなぐ仕事をしております。 

 今、委員お尋ねのあらかじめ保護者の御意見を聞いているのかと
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永 山 委 員 長 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

岡 部 委 員 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

いうことですが、今回のこの事業については、その保護者の方たち

の相談に乗ることを一番に考えてます。ですから、臨床心理士の方

に相談に行くのも、子供たちだけでなく、悩みを抱えている保護者

の方も相談するケースがたくさんあります。そういう点での臨床心

理士の活用。心の相談員につきましても、行き渋りの子供たちのと

ころに行って、元気に起きてるかいと、そのとき、子供たちだけで

はなくて、保護者とも面談をしております。そういった中で、保護

者の願いとか、思いとかを聞いて、それを学校につなげることを

やっておりますので、あらかじめ、要望とか、希望とかを聞いてと

いうよりも、臨床心理士や心の相談員の方が保護者の思いを聞いて

あげて、それを学校につなげたりとか、カウンセリングしたりして

おります。 

 

ありがとうございます。引き続き、心の相談員さん６名という人

数で、その不登校の子供たちに対応できているんでしょうか。 

 

不登校の子供たちは、昨年であれば、５４名。不登校といいます

と年間３０日以上の欠席になりますけども、昨年５４名の子供たち

がいました。これも随分と数が減りました。平成２３年は９８名で

したか。それから随分減りました。今、配置は中学校に１名、その

うち２校にプラス一人ついていただいております。そして、その校

区の小学校から要請があれば、心の相談員が対応しております。も

ちろん全部にはつくことはできませんけども、要望があれば、いつ

でも行けるような体制は整えております。現在のところは、６名で

対応してるというところが現状ではあります。 

 

ありがとうございます。 

 

関連ですが、不登校の生徒は中学生が多いという課長からのお話

ですが、それはいじめとの関連があるのでしょうか。 

 

今回もいじめも調査や不登校調査をしました。その中で不登校に

なったきっかけというのがあります。一番多いのは、病気によって

学校を最初に休んだ、これが飛び抜けて多いです。だから、子供た

ちにとっても、最初病気で行けなくなって、それから何か行きづら

くなってというのもあるんだと思います。もちろん、それだけが原

因ではありません。複合型と言って、いじめなどの人間関係による

トラブルや勉強がわからないなどもあります。それが一緒になっ

て、原因としては出てくるものです。ですから、中学校の不登校の
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岡 部 委 員 
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教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡 部 委 員 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

原因はいじめだとは言い切れません。ただ、小学校から中学校に

行って、いわゆる中１ギャップで、新しい環境になると、子供たち

の環境をつくる中で、いじめじゃなくても子供たちの中でのいわゆ

る人間関係がうまくとれないことなどが大きな原因になってるのは

事実でございます。 

 

佐藤委員からの質問で、６番は不登校の生徒が対象になるんです

ね。対象がそれますが、発達障害の子供たちも多くなってるようで

すが、その割には専門員がいないので、私の知ってる方は、別府ま

で通っていますが、２８年度の主要事業の中では、そこまでは手が

回らないということでしょうか。 

 

今、発達障害というと、特別な支援を要する子供たちというよう

な枠になります。その子供たちについては、別添資料、別冊３の３

ページの９番、９番に特別支援教育活動のサポート事業というとこ

ろで対応しているところであります。 

ただ、それでも専門的な部分については、まだまだ足りないとこ

ろがあるかと思いますけども、現在では、学校の中で支援を要する

子供たちに先生方を配置をして対応しているというようなところで

ございます。 

 

補足でいいですか。そこについて、今年４月から障害者差別解消

法という法律が施行されます。したがって、これについては、これ

まで社会福祉課、それから、こども未来室、学校教育、あと、保健

所ですね、そして医師の方で毎年協議を持っております。相談窓口

を学校教育だけじゃなくて、福祉部局などいろいろなところに持っ

て、しかも、３歳児とつながるようなシステムの中で今やってると

こです。今度また４月から法のもとで、さらにまた検討が今後なお

一層されていくことになろうかと思います。 

 この発達障害の子供たちも、今、通常の学級に入っていますの

で、先ほどの補助員をもう少し増やすような計画をしているとこで

す。今のところ、そういう状況でございます。 

 

はい、わかりました。 

 

学校訪問に行ったときに、光岡小ですか、対象となるお子さんが

本当に物すごい右肩上がりで増えてきてて、なかなか専門の教員が

対応ってのがすごく難しいっていうお話をお聞きしました。もう一

つ、石井小学校で車椅子のお子さんに対応できる施設かどうかとい
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永 山 委 員 長 

 

 

 

 

う問題とかで、すごく先生方が苦労なさって、髙瀬課長に行ってい

ただいて、いろいろ相談には乗っていただいたという話は聞いたん

ですけど、それでもやっぱり、あと５年間、この先長いんですが、

石井小学校の学校の建て替えというのは、まだまだ順番が先だった

りすると、どうしても臨時で必要なお金とか出てきますよね。 

多分、特別支援に関しては、これから多くのお金をかけるべきか

なと思うんですが、将来的な見通しとして、例えば専門教員をもっ

と増やすとか、そういう専門の学級を増やす予定などはあるので

しょうか。 

 

専門の教員の配置や専門の学級の設置については、県教委の所管

になります。市教委としては、必要に応じて県教委に申請をしてお

ります。それを認めるかどうかっていうのは、県教委の判断になり

ます。ただ、特別支援学級が増えてきてるというのは、実際にはあ

ります。知的学級だけではなく、自閉症・情緒学級も配置されてい

ます。それから、専門の先生の配置、これも県教委のほうに人事権

があります。児童生徒支援加配という加配教員もおり、申請希望は

しておりますが、最終的には県教委が配置を決めております。それ

を補うものとして、９番の特別支援教育の活動サポート事業で、補

助職員を市の雇用として今年度までは４０名、来年度は４３名と若

干ですけども増員のお願いをして、ほぼ認められているところでは

あります。 

 

先ほど申し上げました障害者差別解消法という法律が実際にもう

４月から施行されますので、これはどこの市町村あるいは県の教育

委員会も、このことは今非常に大きな課題として取り組んでいく中

で、やはり、言葉で言うと、その法律の中に行政は合理的配慮を行

わなければならないという、合理的配慮かなり難しいんですけど、

要するに施設であったり、人的な支援であったり、そういうことを

行政が放置してたら罰せられるようになるわけですから、これは予

算もまた、エレベーターとか、階段とか、いろんなことも含めて、

今後、他の市町村とまた県教委と連携しながら、対応していかなけ

ればならないと思います。 

 

よろしくお願いします。結構、先生方切実でしたよね。いろいろ

現場でお話聞くと、何とかしてあげたいけど、大きな計画もあるか

らですね、少し力を入れていけたらいいなと思って、学校訪問から

帰りました。 
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関連ですが、今の委員長のご意見にあったとおり、光岡小学校の

校長先生とお話ししましたが、１人の児童に１人の教員がついてい

ないと教室から出て行ったりしたら非常に危険だということで、切

実な感じでしたね。今、委員長がおっしゃったとおりですが、予算

の都合もあって難しいですね。 

 

ほかに皆さんありませんか。御意見、御質問よろしいですか。そ

れでは、議案第１０号平成２８年度日田市一般会計予算教育費につ

いて、原案のとおり可決いたします。 

 では、議案第１１号について説明をお願いします。 

 

議案第１１号日田市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改

正について、社会教育課より説明をいたします。 

 

それでは、議案第１１号日田市公民館の設置及び管理に関する条

例の一部改正について、御説明を申し上げます。 

 資料につきましては、別冊の４でございます。また、９ページに

概要がございますので、開いていただきたいと存じます。 

 まず１番でございますが、今回の条例改正の議案提出の理由につ

きまして、本案につきましては、現在改築工事を進めております日

田市複合文化施設の整備に伴いまして、同施設内に設置する日田市

中央公民館の使用料を見直すほか、当該公民館内に常設の美術展示

施設を新設するに当たり、所要の設置を講ずるものでございます。 

 次に、２番、複合文化施設の位置づけ及び構成等でございます

が、複合文化施設につきましては、現在施設の愛称及びロゴの選考

を行っておりまして、３月中には決定する予定となっております。 

 この複合文化施設につきましては、博物館と中央公民館で構成を

されまして、中央公民館の中に常設の美術展示ギャラリーを設置す

るものでございます。 

 なお、複合文化施設内の博物館と中央公民館の区分につきまして

は、資料１３ページから平面図を添付いたしておりますので、ご覧

いただきたいと思います。 

 平面図の赤色の部分が中央公民館でございます。緑色の部分が博

物館となっています。施設の１階、２階が中央公民館、１３ページ

と１４ページが２階になります。こちらの赤色の部分が中央公民館

でございます。 

 それから１５ページの平面図、こちらが３階の平面図でございま

す。３階の展示室、ボランティアルーム等が博物館のエリアという

ことになっております。 
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 次に、今回の具体的な条例改正の内容を御説明をいたします。 

 資料別冊４の１ページで御説明をいたします。１ページをお開き

いただきたいと思います。 

 まず、第２条についてでございます。改正前の欄の表題でござい

ますが、名称及び位置、これを改正後の欄、左の欄でございます

が、名称及び位置等に改めますとともに、新たに第２条に２項とし

て、別表第１に規定する日田市中央公民館内に美術品の鑑賞に供す

る常設施設として、美術展示ギャラリーを置くという文言を追加す

るものでございます。 

 次に、第５条の後に資料の２ページでございます。 

 第５条の２、利用の期間制限を追加するものでございます。内容

といたしましては、中央公民館１階に設置をいたします多目的ホー

ルについて、利用期間を最大１４日間とし、教育委員会が特に認め

るときは、この限りでない旨の規定を行うものでございます。 

 次に、別表の第２、公民館の使用料についてでございます。改正

前の欄、表の右側の欄になりますが、中央公民館のホールや音響装

置、照明器具等の項目全てを削除いたしまして、新たに改正後の欄

になりますが、多目的ホール、音楽室、練習室など各施設の使用料

及び冷暖房料を規定するものでございます。 

 具体的には、改正後の欄、左の欄でございますが、別表の第２多

目的ホールについて、こちら１時間につき４７０円、それから音楽

室、以下、体験学習室１及び２までの各施設を１時間につき３２０

円と設定するものでございます。 

 なお、音楽室及び練習室を同時に利用する場合にあっては、練習

室の使用料を１００分の５０に減額して貸し出しを行うものでござ

います。 

 また、各施設の冷暖房料につきましては、多目的ホールが１時間

につき３００円。その他の部屋は１時間につき２００円に設定する

ものでございます。 

 続いて、資料の８ページでございます。 

 条例の附則といたしまして、本条例の施行期日については、公布

の日から起算して６月を超えない範囲内において、教育委員会規則

で定める日から施行することといたしまして、条例の日前におきま

しても、この条例に規定します事務の実施については必要な準備行

為をすることができる旨の規定を行うものでございます。 

 次に、資料の１０ページをお開きいただきたいと思います。 

 資料の１０ページ、真ん中の５の複合文化施設の各施設の休館

日、開館時間及び利用時間でございます。 

 まず、博物館につきましては、これまで日曜日、祝日及び年末年
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始が休館日でございましたが、複合文化施設開館後につきまして

は、月曜日と年末年始を休館日に、また開館時間を午前９時から午

後５時までとするよう改正を今回行う予定でございます。 

 また、中央公民館２階に設置をいたします美術展ギャラリーにつ

きましては、博物館と同様の休館日と開館時間に設定をするもので

ございます。 

 さらに、中央公民館につきましては年末年始を休館日にし、利用

時間をこれまでどおり、午前９時から午後１０時までとするもので

ございます。 

 この内容につきましては、本条例が市議会で議決された後に規則

の改正を行う予定でございます。 

 なお、１１ページ、１２ページにつきましては、これまでの事業

の経過、事業費の概要等の資料を添付をいたしているところでござ

います。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。議案第１１号日田市公民館の設置及び管

理に関する条例の一部改正について、御意見御質問などはありませ

んか。お願いします。 

 

１０ページの施設の休館日のところですが、祝日は、閉館日では

ないんですか。 

 

祝日は、新しい博物館、それから美術展ギャラリーにつきまして

は、開館をいたします。月曜日を休館日としておりますが、その月

曜日が祝日だった場合は、その翌日が休館日ということで、条例

上、附則の中で制定をいたします。 

 

ほかにありませんか。よろしいですか。（「はい」の声あり） 

 それでは、議案第１１号日田市公民館の設置及び管理に関する条

例の一部改正について、原案のとおり可決いたします。 

 それでは、議案第１２号について説明をお願いします。 

 

議案第１２号日田市立博物館条例の一部改正について、博物館よ

り説明をいたします。 

 

議案第１２号日田市立博物館条例の一部改正について、議案集の

ほうの３ページをお開きください。御案内のとおり、先ほど社会教

育課長のほうからも説明がありましたとおり、条例につきまして
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は、今ありますところから、新しくできております上城内町に移動

いたしますことから、位置の変更を行うものです。 

 議案集の８ページをごらんください。ここに簡単ですが、地図が

ございます。ご覧のとおりですが、パトリア日田のとなりにありま

す昭和３５年建設の博物館から、新博物館へ移動するものでありま

す。次に、議案集の４ページ、一部改正についての概要でございま

す。 

 １番の議案提出の理由につきましては、日田市複合文化施設の整

備に伴い、同施設内に日田市立博物館を移転するに当たり所要の措

置を講じることとしておりまして、２番の複合施設の位置及び構成

等は、先ほど説明したものと別冊４のところの９ページと同じとこ

ろにあります。 

 それと、２番の複合文化施設の位置づけ及び構成等も同じでござ

います。違うのが、当然ですけども、条例改正の内容ということ

で、議案集のほうは博物館用に仕様してございます。そして、こち

らの別冊の４は全体について書いてございます。 

 次に、議案集５ページの４と５、６までは全く別冊資料と同じで

ございます。 

 次に、議案集６ページ、事業等経過及びスケジュールの１行目と

２行目のところが追加に、博物館のほうが若干早目にこういう位置

の報告等を、この場所においてさせていただいておりますし、日田

市博物館協議会においても同意を得ているということで、その２行

が追加になってございます。 

 あと、議案集７ページのほうの８番も全く別冊４と一緒でござい

ます。 

 それで、申しわけございません。議案集の３ページでございま

す。 

 附則として、この条例は公布の日から起算して６月を超えない範

囲において、教育委員会規則で定める日から施行するということ

で、改正前、位置が日田市三本松１丁目１１の２４号、改正後が、

位置、日田市上城内町２番６号というところの位置の変更を今回お

願いするものでございます。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。議案第１２号について、御意見御質問は

ありませんか。何かありませんか。よろしいですか。（「はい」

「ありません」の声あり） 

 では、議案第１２号日田市立博物館条例の一部改正について、原

案のとおり可決いたします。 
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 議案第１３号について説明をお願いします。 

 

議案第１３号豆田まちづくり歴史交流館の設置及び管理に関する

条例の一部改正について、文化財保護課より説明をいたします。 

 

議案第１３号豆田まちづくり歴史交流館の設置及び管理に関する

条例の一部改正についてでございます。 

 議案集の９ページから１９ページでございます。 

 この案件につきましては、豆田まちづくり歴史交流館の敷地内に

ございます旧船津歯科の修理工事が昨年の１０月に完了しまして、

平成２８年４月１日から船津歯科及び旧古賀医院車庫等の供用開始

いたします。それに伴いまして、豆田まちづくり歴史交流館の設置

及び管理に関する条例の第３条を改正するものでございます。 

 改正前の第３条、９ページでございますが、３条中、旧古賀医院

診療棟を次に改め、施設の名称を列記するものでございます。 

 改正前、現在は、３条、交流館に旧古賀医院診療所棟の施設を置

くとありますが、これを改めまして、第３条、交流館に次の施設を

置く。１号といたしまして、旧古賀医院診療所棟、２号、旧船津歯

科、３号、その他第１条の設置の趣旨に沿うものとして規則で定め

る施設という文言に改正するものでございます。 

 施行の時期につきましては、平成２８年４月１日としています。 

 その第２号でありますが、旧船津歯科につきましては、条例の第

１条の設置の趣旨に基づきまして、豆田町伝統的建造物群保存地区

を広く紹介し、貴重な建造物の保存管理及び公開活用を図ることを

目的として改修されました。旧古賀医院診療棟と同じ同様の公開施

設でございます。また、旧古賀医院車庫等につきましては、地区の

防災用の倉庫として活用を図る施設でございます。利用者は地元の

豆田町伝建保存会であり、これにつきましては、一般公開はいたし

ません。本市の例規上、こういった倉庫を設置条例で規定した事例

は見られないのでございますが、今後、指定管理施設への移行等を

見据え、管理する施設を明確化しておく必要がありますことから、

この第３号としての規定を設けて規則で定める施設とするものでご

ざいます。一般公開施設を条例で規定し、それ以外の附属的な、こ

の倉庫など、附属的な施設を規則に位置づけるものでございます。 

 それから１１ページをごらんいただきたいと思います。 

 施設の概要という項目を掲載させていただいております。旧船津

歯科につきましては、木造３階建て、延べ床面積が２５０.９２平米

でございます。図面、それから写真等につきましては、１３ページ

に位置図を掲載しております。 
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 それから１４ページには、先ほどごらんいただきました歴史交流

館の敷地配置図を掲載しております。 

 １番が、１４ページの１番、これが現在公開をしております旧古

賀医院診療棟でございまして、平成２６年の１０月より供用開始し

て、一般公開をしております。 

 ２番が旧船津歯科でございまして、４月１日から一般公開を開始

する予定の建物でございます。 

 それから４番、４番が先ほど言いました区の防災倉庫として活用

する旧古賀医院車庫等でございます。 

 ２番の旧船津歯科につきましては、１５ページから１８ページに

かけて、平面図及び写真を掲載しております。 

 それから防災倉庫につきましては、１９ページにて、写真を掲載

させていただいております。 

 この船津歯科の休館日、それから開館時間等につきましては、現

在公開を開始しております旧古賀医院診療所棟と同じく、休館日に

つきましては、毎週水曜日、それと年末年始としております。それ

以外は開館をいたしております。 

 それから時間につきましても、旧古賀医院と同様で、朝９時から

午後の５時までを開館としております。旧船津歯科につきましても

旧古賀医院と同様の開館日、それから開館時間を採用しておりま

す。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。議案第１３号豆田まちづくり歴史交流館

の設置及び管理に関する条例の一部改正について、御意見や御質問

はありませんか。 

外に観光客の方も使えるお手洗いが裏側にありますが、夜は閉ま

るんですか。 

 

開放したままで、出入りはできます。 

 

観光客の方にとっては、すごく助かるだろうなという気持ちが一

つと、もう一つは、ちょっと裏側なので、夜に誰でも入れるとなる

と何かあったら怖いなという気持ちもあるんですが、例えば、夜間

のセンサーのライトなどはあるのでしょうか。 

 

ただ、夜、閉館時には、チェーン等で敷地周辺は閉鎖はいたしま

す。それを乗り越えていかなければ、トイレ等使用できません 
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文化財保護課長 

 

諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

岡 部 委 員 

 

文化財保護課長 

 

岡 部 委 員 

 

 

 

 

そうなんですね。わかりました。ほかにありませんか。 

 

今、先ほど案内していただいて、建物にものすごく興味が湧いた

んですが、１２ページに、もともと防災施設としてとあるんです

が、８番（２）に、交流館周辺整備で、用途が広場、災害時は避難

場所として活用というふうになってますよね。広いので、そうやっ

て活用するということだろうと思うんですけれが、あの辺は高さ的

には水害などの場合どうなんでしょうか。この前の水害では花月川

と中城町の途中は大丈夫だったとは思うんですが。 

 

水害のときに、あの広場が有効かどうかは、わかりません。 

 

それから、せっかく立派なものできてるんですけれども、避難場

所として活用されたときに、場合によっては、建物を利用されるよ

うなことは考えられていますか。広場は避難場所として場所を提供

されてますけども、この建物そのものが避難した人が入ったりでき

るような利用ができるか、できないか。 

 

防災倉庫は防災詰所としても使用するというような計画ではござ

います。ただ、船津歯科等につきましては、避難者の集合場所とし

ては、今のところは考えてはおりません。 

 

非常時の場合に、規則があるからだめですよとか、また言いにく

いような状況もあるかもしれないので、どうなのかなと思って聞い

たところでした。 

 

災害があった場合に避難場所として、そこを使えるかどうかにつ

いては、また防災係とも協議しなければなりませんので、今後の課

題とさせていただきたいと思います。 

 

防火水槽があるんですかね。 

 

はい、防火水槽を２基、広場に設置しております。 

 

諌本委員長職務代理者がおっしゃったのは、防災という名前がつ

くから、何か、それにふさわしいイメージがついてくるんですね。

地下には防災水槽はあるんですが、豆田町が水害で冠水した時に

は、その広場もおそらく同様だろうと思います。ですから防災広場

という言葉使うと、防火水槽はあってもふさわしい名前ではないよ
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諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

うに感じますね。 

 

あの場所で防災といいますと、先般からの水害がありましたか

ら、すぐ頭に浮かぶわけなんですけども、豆田町並みにつきまして

は、伝建地区に指定されて、木造家屋が大変多くあります。火災の

防災、それから地震に対しての防災もあります。そういった意味で

の防災という名称でもあります。地下のそういった防火水槽につき

ましても、火災のときに使用するという意味もございます。水害の

ときについて、避難施設となりうるかどうかは、防災係とも協議し

てみます。 

 

要は避難場所として広場を指定してますよということですよね。 

通常避難場所というのは、学校であったり、公民館であったり、

防災で指定をされてる場所があって、この広場はその中で指定まで

されてないけど、災害時には避難場所として活用することを想定し

てますということですね。それ以上に聞きたかったのは、建物はど

うなんですかという質問だったので、非常時のことであれば、余り

そういう規則に制約されない部分はあると思うので、後で確認をお

願いしたいと思います。 

 

はい、わかりました。 

 

他に御意見御質問はありませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

 では、議案第１３号豆田まちづくり歴史交流館の設置及び管理に

関する条例の一部改正について、原案のとおり可決いたします。 

 では、議案第１４号について説明をお願いします。 

 

議案第１４号日田市埋蔵文化財センター設置規則の一部改正につ

いて、同じく文化財保護課より説明いたします。 

 

議案第１４号日田市埋蔵文化財センター設置規則の一部改正につ

いてでございます。 

 議案集の２０ページから２４ページでございます。 

 本案につきましては、日田市埋蔵文化財センターの移転に伴いま

して、日田市埋蔵文化財センター設置規則の第２条につきまして、

日田市埋蔵文化財センターの位置を日田市大字友田（南友田町）５

１６番地１から日田市大字友田（北友田３丁目）２８９３番地４４

へ改めるものでございます。 
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文化財保護課長 

 

 

 その他の条項につきましては、変更ございません。 

 附則といたしまして、この規則につきましては、平成２８年４月

１日からの施行でございます。 

 現在、使用されております埋蔵文化財センターは、もともと昭和

６１年に当時の道路公団日田建設事務所から事務所として建てられ

まして、その後、市が譲り受けて、平成１３年に移転したものでご

ざいます。昭和６１年から約３０年がたって、プレハブづくりの建

物の傷み、それから電気機械設備等の老朽化が大変進んできました

ことから、今年度、萩尾の生涯学習交流センター、昔ＮＴＴのピノ

キオスクールがあったところでございます。その施設の改修工事を

行いまして、埋蔵文化財センターを現在生涯学習交流センターの内

部へ移転するものでございます。 

 埋蔵文化財センターの施設の概要につきましては、２１ページを

ごらんください。２１ページの下のほうに、各室の床面積が書いて

ございます。また２４ページには、その平面図が書いてございま

す。床面積につきましては、展示室が１０３.６８平米、整理作業室

が７３.７１平米、それから図面図書室が７３.７１平米、保管、遺

物、写真保管庫が４５.６２平米、事務室が４２.１２平米、それか

らホール兼展示スペースが１５０平米。それから、一つ水色の枠で

囲んであるところですが、ここが生涯学習交流センター多目的ホー

ルとして、生涯学習のほうが使用しておりますが、ここが２０７.３

６平米というふうになっております。 

 それから、現在は、平成２８年度４月の開設に向けまして、この

移転作業や展示のための準備等を行っているところでございます。

この埋蔵文化財センターの移転に伴いまして、現在、同じ建物の中

で執務を行っております文化財保護課につきましては、ことしの４

月１日より、市役所別館教育庁舎の２階へ移転をいたします。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。議案第１４号日田市埋蔵文化財センター

設置規則の一部改正について、御意見御質問ありましたらお願いし

ます。いかがですか。 

２４ページの平面図ですが、左上の全体配置図の中のレストハウ

スは、全く別棟ですよね。ここを改修したとありますが、これは何

に使うんですか。 

 

レストハウスの１階の一部を改修いたしまして、遺物保管のため

の倉庫に使う予定でございます。 
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社 会 教 育 課 長 

 

永 山 委 員 長 

 

 

レストハウスとしては、現在、使われてないんですか。 

 

レストハウス１階部分と２階部分については、都市整備課が管理

しておりまして、合宿などの宿泊施設などで貸し出しを行っており

ます。 

 

２４ページの右上のこの青いホールの部分は、まだ、貸し館事業

を継続するということですか。 

 

生涯学習交流室でございますけども、これにつきましては、ま

だ、太鼓とそれと竹細工がここで練習したりしております。ただ、

生涯学習課のほうの考えとしましては、できるだけ早い時期にほか

の場所への練習場所の移動といったことを考えているようでござい

ます。ただ、現在につきましては、その２つについて通常の貸し出

しは行っております。 

 

２４ページの右上のですね、生涯学習交流室でありますが、こち

らは社会教育のほうで、現在、生涯学習交流センターとして、まだ

継続して通常どおり貸し出しを行っている施設でございますんで、

はい。ですから、朝の９時から夜の１０時まで貸し出しをやってい

る施設でございます。以前は全体が生涯学習交流センターでしたけ

ども、昨年の４月から、ここの１室だけを生涯学習交流センターと

して位置づけをしています。 

 

そして、この２１ページの８条に施設管理者の指定はこれまでど

おりとありますが、この生涯学習交流室については今までどおり委

託管理を続けるということですか。確か日田ビル管理センターに委

託してますよね。 

 

平日の５時以降、それから土日祝日につきましては、業者委託で

対応をしておりますし、今後もやっています。 

 

事務室を共有するんですか。 

 

事務室の共有でございます。 

 

はい、わかりました。皆さん、御質問などよろしいですか。

（「はい」の声あり）いいですか。はい。 

 それでは、議案第１４号日田市埋蔵文化財センター設置規則の一
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学 校 教 育 課 長 

部改正について、原案のとおり可決をいたします。 

 では、報告事項について、説明をお願いします。 

 

報告第２号でございます。議案集の２５ページをお願いいたしま

す。 

 報告第２号平成２８年１月期分寄附採納についてでございます。 

 まず、地区寄附でございますが５件となっております。 

 １つ目が朝日小学校の昭和４２年卒業生還暦同窓会様から朝日小

学校へ、図書カード２万２,０００円相当をお送りいただいておりま

す。 

 次に、池部土木株式会社様から桂林小学校へ、朝日小学生新聞１

年分２万１,２２８円相当をお送りいただいています。 

 次に、隈２丁目の吉田様から日隈小学校へ、備品購入費として５

万円をお送りいただいております。 

 次に、源栄町の和田様から小野小学校へ、図書購入費として１万

円をいただいております。 

 次に、殿町の長松様から小野小学校へ備品購入費として５万円を

お送りいただいております。 

 次に、一般寄附として、３点いただいております。 

 まず、下飛田小児科様から桂林小学校へ、朝日写真ニュース１年

分７万円相当をお送りいただいています。この募金につきまして

は、平成９年から継続していただいております。 

 次に、日田商工会議所女性会様から淡窓図書館へ、児童書１１２

冊２０万円相当をお送りいただいております。この御寄附につきま

しても昭和５４年から継続していただいております。 

 次に、一般財団法人井上家文化教育振興会様から教職員研修費助

成金として、５０万円をお送りいただいています。この御寄附につ

きましても、昭和３９年から継続していただいているところです。 

 １月につきましては、以上８件で、金額は６１万円と物品相当額

が３１万３,２２８円、合わせまして、９２万３,２２８円となって

います。 

 報告第２号につきましては、以上でございます。 

 

ありがとうございます。報告第２号について、何か御質問はあり

ませんか。よろしいですか。──はい、いつもありがとうございま

す。 

 では、報告第３号についてお願いします。 

 

学校教育課でございます。別冊５をお配りしておりますので、そ
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ちらで説明をいたします。 

 平成２７年度１月日田市実施分の学力調査の結果について、御報

告をいたします。 

 まず、この学力調査は、日田市で独自に行っております学力調査

で、その学年の学習内容が定着できているかを年度末のこの時期に

調査をいたしまして、定着状況を把握することと、定着が不十分な

教科や単元等、さらなる改善を図ることを大きな目的としておりま

す。 

 １ページをごらんください。 

 実施期日、調査対象学年と調査内容は、そこにあるとおりでござ

います。 

 （４）に本調査の報告にかかわる用語の説明をしております。 

 第２項の調査結果の概要のうち、（１）番の小学校の結果をごら

んください。正答率から見た各学年各教科の日田市全体の結果でご

ざいます。数字は正答率。非常に簡単に言いますと、一問一答で１

００店満点に換算したときの日田市の平均得点と全国の平均得点。

全国比とは全国を１００点と見たときの日田市の平均正答率でござ

います。色つきの部分が全国平均を上回っている分となります。今

回は４年生の理科以外の教科は全て全国比を上回っており、引き続

きよい結果となっております。 

 その下の表は、中学校の１、２年生の結果になりますが、こちら

は全ての教科で全国比を上回っており、大変よい結果となりまし

た。今の２年生は、昨年４月の大分県学力定着状況調査でも全教科

で県平均を上回っておりまして、引き続き高い結果を維持しており

ます。また１年生においても同様の結果となり、中学校の学力向上

対策が少しずつ結果としてあらわれてきていると捉えております。 

 ２ページになります。 

 ２ページでは現状と分析をしておりますが、ポイントだけ御説明

をいたします。 

 小学校でいいますと、上から６つ目の丸。昨年度に引き続き、４

年生の理科だけが今回も全国比を下回っているということ。ただ

し、昨年度下回っていた４年生は、ことし５年生となって受験をい

たしましたが、１０４.２ポイントと改善をしております。その２つ

下の丸。今年度４月の全国学力学習状況調査を受験した６年生は算

数のＢの活用問題が全国比を下回っておりました。しかし、今回の

算数の活用問題では一定の改善が図られておりました。 

 次に中学校になりますが、中学校では３つ目の丸です。平成２３

年度以来、４年ぶりに全教科で全国の正答率を上回っております。

その下の丸、平成２４年度以降、２年生で落ち込む傾向となってお
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りましたが、今回その落ち込みを防いで、昨年度の１年生時の結果

を維持することができております。これも大分県や日田市で推し進

めております授業改善、補充学習、家庭学習という大きな柱となる

取り組みを学校全体での組織的な実践により改善されつつあると考

えております。 

 ３ページになりますが、４番の課題につきましては、小学校理科

の基礎基本の定着と活用力の育成。中学校では全てクリアしており

ますけども、数学がぎりぎり１００を超えるという状況ですので、

さらなる基礎基本の定着と活用力の育成が必要かと考えておりま

す。 

 また、小中学校共通して言えることは、学習意欲を高めることと

学校間格差、それから同一学校内での学年間格差をなくすことでご

ざいます。 

 最後に、今後の取り組みといたしましては、５番の（１）から

（４）まで、現在県全体で取り組んでいることと、日田市独自で取

り組んでいることを確実に徹底させていくことが大切だと考えてお

ります。 

 中学校におきましては、先週、今年度２回目の学力向上に係る４

中学校の連絡会を開催いたしました。東西南北の１、２年生の学年

長の先生に集まっていただいて、これまでの取り組みの検証と改善

を行ったところでございます。各学校の取り組みを今後も継続して

行っていくことを確認をいたしたところでございます。 

 また、４ページの上のほうにあります（５）番と（６）にありま

すように、今回の結果をもとにした春休みの課題の工夫や新年度

早々に全学年の復習に取り組みながら、４月の県や全国の学力調査

までの切れ目のない学習の取り組みを図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、４ページ、５ページには、２７年度７月以降の学力向上の

取り組みを、６ページと７ページには正答率の全国比の経年比較を

載せております。８ページには、２７年度後半の学力向上サイクル

を載せているところでございます。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。報告第３号について、御質問などありま

せんか。よろしいですか。 

 

日田市全体としては、大変すばらしい結果が出ているということ

で、学校の先生方の頑張りの成果だと思います。ほとんど全国平均

を上回っていますが、学校別に見た場合、特定の学校が、ほとんど
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下回っているなど、気になる学校は、ありませんか。 

 

確かに学校間格差というのはございます。小学校であれば、６年

生は比較的どの学校も高い数値がありますが、５年生では学校に

よってずいぶんと違いがあります。中学校についても同じような状

況があります。これにつきましては、学校の校長先生方は十分にこ

のことは把握をしております。その改善に向けて、各学校で組織的

に取り組んでおります。これから先のあと残りの２カ月間、また４

月明けて４月１５日前後に県と全国のテストがございますので、そ

れに向けての学力向上の切れ目のない取り組みを進めていくよう

に、指導していきたいと考えております。 

 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

では、報告第４号について、お願いします。 

 

淡窓図書館でございます。報告第４号図書館システム入れかえに

伴う休館についてでございます。 

 議案集の２６ページをお願いいたします。 

 現在、使用しております図書館システムにつきましては、今年度

いっぱいでリース期間が終了ということになりますことから、新た

に新システムを導入いたしますので、その機器の入れ替えのために

図書館を休館するものでございます。 

 休館期間は、平成２８年３月３１日から翌月の４月６日までの７

日間を予定しております。 

 同じく図書館のホームページについても、また、これも新しくな

ることから、同じ期間閉鎖をいたします。 

 新システムにつきましてのリース期間というのは、平成２８年４

月１日から平成３３年３月３１日までの５年間となっております。

今回の新システムでは、図書館の検索に今は何もできてないんです

が、今度は表紙の写真が表示されるようになりますので、より見や

すく、より検索しやすくなるようになっております。また、新着に

つきましても新サービスとして資料の案内のメールや自分の借りた

本の管理が行えるサービス等、利用者のサービス向上となるような

新システムになっております。同時に、この期間中に、システムが

変わるということで、職員も操作研修を行っているところでござい

ます。 

 図書館からは以上です。 

 

ありがとうございます。報告第４号について御質問などありませ
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んか。お願いします。 

 

この件とは関係ないことと思いますけども、一つお伺いしたいと

思います。今回はシステムの更改に伴う休館ということなんですけ

ども、図書館については、休館日が月曜と祝日、それから月に１回

整理日があるということで、非常に休館日が多いということで、保

護者の方から不便であるという声をたまに聞くことがあります。先

ほど複合施設の休館日について、祝日は休館日としないというふう

にお伺いしましたので、もし今後検討する余地がございましたら、

利便性の向上という面からも、祝日は開館することについて検討し

ていただきたいなというふうに思います。 

 

委員さんおっしゃるとおり、そういう意見が多々あるますので、

ただいま協議中でございます。 

 

以前から祝日は開けてほしいとか、文化の日に開けないのはおか

しという声がありますよね。県立図書館が開けるようになって、何

回か、そういう御意見を聞いてますので、ぜひ検討していただきた

いなと思います。 

 ほかに御質問などありませんか。よろしいですか。 

では、報告第５号についてお願いします。 

 

報告第５号文化財の県指定についてございます。 

 議案集の２７ページ、２８ページでございます。 

 平成２８年度２月９日に開催されました大分県教育委員会におき

まして、日田市の永山城跡が県指定史跡に指定されたことを御報告

いたします。 

 今回の指定で日田市内の県指定史跡は７件となりました。県指定

史跡となりました永山城跡の概要につきましては、２７ページに掲

載しておりますが、種別としては史跡、所有者は日田市ほか。「ほ

か」と言いますのが、一部宗教法人月隈神社の所有地がございます

ので、「ほか」と書いております。それから範囲は日田市丸山２丁

目１番ほか４筆、面積が３万２,３３５.３２平米でございます。 

 概要につきましては、花月川右岸の独立丘陵にある平山城。平山

城で、１７世紀初頭に小川光氏により築城され、石川忠総の日田藩

時代を経て後、代官支配に変わり、日田御役所、永山布政所がつく

られると廃城となっております。 

 平成２０年から２４年度に実施いたしました発掘調査では、石垣

に改修の過程が理解でき、本丸跡では礎石建物の痕跡や瓦ぶきの大
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手門が存在していたことなどが確認されております。 

 それから、大振りな河原石を石垣に使用しているということは、

この永山城の最大の特徴でございます。豆田町に現存する江戸期の

建物では、その基礎構造に大きな河原石を用いることなど、使用材

に町屋と永山城の共通するような素材がございます。当時の日田の

建築技法の特徴をあらわしていると考えられます。 

 また、これらの発掘調査の結果が昔の文献や絵図と実際調査した

発掘調査で出てきたものが一致しているということも大きな特徴で

ございます。 

 次に、２８ページご覧になっていただきたいと思うんですが、指

定範囲図を掲載しております。指定範囲図を掲載しておりますが、

薄い黒色で塗られている部分が指定の範囲でございます。黒い太い

線で囲んでいる部分が本来指定すべき範囲でございますが、日田林

工高校の体育館用の用地、それから東側の駐車場用地につきまして

は、今回所有者の県の同意が得られませんでした。といいますの

が、県下で今まで学校用地としてこういった体育館が建ってるとこ

ろを指定するということは、今予定にないというようなことで、ま

だ同意が得られませんでした。ただ、体育館等の建てかえの時期な

どをめどに、今後追加指定に向けて、これから協議も重ねていきた

いと思っております。ただ、こういった体育館とか、駐車場の敷地

であっても、形状変更を行います場合は、今までどおり届け出を出

してもらう必要がございます。 

 以上でございます。 

 

ありがとうございます。報告第５号文化財の県指定について、何

か御質問などありましたら、お願いします。 

 

基本的な質問ですが、先ほど教育長の話にもあった内容なんです

が、県指定を受けると何がどう変わって、利活用と今後に期待でき

るようなことというのはどういうことなのか、説明をお願いしま

す。 

 

県指定というのは、大分県として、史跡の遺跡の価値を認め、そ

れを保護していかなければならないという位置づけがされるという

のが大きな意義であります。今後指定をされましたからには、それ

を保護して、それから活用していくというような義務は課せられる

わけでございます。そのために何か指定地域内で変更行為、現状変

更、変更するような行為をする場合は、市を通して県へ、どういっ

た計画であるかというようなことを届けますので、それに対して指
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示が出されます。その指示事項に沿って、工事を行うことになろう

かと思います。 

 また、管理、保護するために、県から補助金がおりるような場合

も出てきます。 

 

ほかにありませんか。御質問よろしいですか。 

それでは報告事項を終わりまして、その他についてお願いしま

す。 

 

教育総務課から３点ございます。 

 まず１点が、昨年度から策定をいたしておりました、日田市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の審議会におきまして、今週の月曜

日１５日に市長へ答申書が出ておりました。別府大学の篠藤教授を

はじめ１５名の委員の方に御熱心に御協議をいただきました答申書

を本日お手元のほうにお配りをしております。時間も制限がござい

ますので詳しい説明は省略をさせていただきますが、教育委員会の

所管します総合戦略にのっとった事業につきましては、平成２８年

度の予算を説明する際のこちらの別冊３に掲がっております事業の

中に総合戦略に関する部分については、米印を事業名の後ろに打っ

ております。ぜひ、こちらを御参考にしていただければと思いま

す。 

 総合戦略についての報告としては以上でございます。 

 続きまして、２点目でございますが、３学期の定例の教育委員会

の日程でございますが、３月２５日が金曜日になります。日程調整

のほうをお願いいたします。３月２５日の１５時になります。よろ

しくお願いします。 

 それと３点目ですが、臨時の教育委員会会議ということで、毎年

３月の上旬に学校の教職員の幹部職員の異動の定例教育委員会の議

案として御協議を申し上げることでございます。今のところ、ま

だ、日にちは未定でございますが、またお決まり次第、委員の皆様

方には御協議をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを

いたします。 

 教育総務課からは、以上３点でございます。 

 

ありがとうございます。そのほか、何かお知らせなどありません

か。よろしいですかね。 

では、皆様、長時間お疲れさまでした。２月定例会委員会を閉会

いたします。 

終了時刻：午後５時１３分  
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